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宇治市男女共同参画計画（第５次ＵＪＩあさぎりプラン）の 

次期計画策定について 

 

１． 計画策定の経過 

 宇治市では、平成７年（１９９５年）３月に、地域に根ざした男女共同参画の実現をめざ

して、計画期間を１０年間とする「宇治市女性施策推進プラン～ＵＪＩあさぎりプラン～」

を策定しました。その後、女性を取り巻く社会状況の変化や諸施策の進展などを踏まえて、

平成１３年（２００１年）３月に改定を加え、男女共同参画社会の形成に向けた取り組みを

推進してきました。 

また、平成１６年（２００４年）１２月には、本市における男女共同参画を総合的かつ計

画的に推進し、男女が生き生きと暮らせるまちづくりをめざして、「宇治市男女生き生きま

ちづくり条例」を制定しました。 

その後、平成１８年（２００６年）１月に、本市の男女共同参画社会施策の行動指針とし

て、計画期間を５年とする「宇治市男女共同参画計画（第２次ＵＪＩあさぎりプラン）」を

策定しました。その後、第３次、第４次と各計画期間を５年として策定を行い、令和３年（２

０２１年）３月に現行計画である「宇治市男女共同参画計画（第５次ＵＪＩあさぎりプラン）」

を、策定しました。 

今回策定する新たな計画は、「宇治市男女共同参画計画（第５次ＵＪＩあさぎりプラン）」

の計画期間満了に伴う次期計画としての意義を持つものです。 

 

２． 次期計画の位置付け 

（１） 次期計画は「男女共同参画社会基本法」第１４条第３項及び「宇治市男女生き生き

まちづくり条例」第９条第１項に定める男女共同参画計画であり、本市における男

女共同参画の推進に関する施策の基本的指針を定めます。 

（２） 次期計画は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」

第６条第２項に定める「市町村基本計画」である「宇治市女性活躍推進計画」を包

含します。 

（３） 次期計画は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止

法）」第２条の３第３項に定める「市町村基本計画」である「宇治市ＤＶ対策基本計

画」を包含します。 

（４） 次期計画は、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」第８条第３項に定め

る「市町村基本計画」である「困難な問題を抱える女性への支援に関する宇治市基

本計画（仮）」を包含します。 

（５） 次期計画は、「宇治市第６次総合計画」の部門別計画であり、総合計画及び他の部門

別計画と整合を図りながら策定します。 
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３． 次期計画の基本理念と目標 

（１）基本理念 

   宇治市男女生き生きまちづくり条例第３条に定めるとおりとします。 

（２）目 標 

次期計画は、「宇治市男女共同参画計画（第５次ＵＪＩあさぎりプラン）」を継承・発

展させ、本市における「真の男女平等と地域に根ざした男女共同参画社会の実現」を

目標とします。 

 

４． 名 称 

  （仮称）第６次ＵＪＩあさぎりプラン 

 

５． 計画の期間 

令和８年度（２０２６年度）から令和１２年度（２０３０年度）までとします。 

 

６． 次期計画の策定方法 

次期計画は、現行計画の「基本方向」及び「計画課題」を基本とし、現行計画の進行

状況や社会状況の変化に伴う今日的な課題、国及び京都府等の動向を踏まえながら、現

行計画の見直しを行う方法により策定します。 

 

７． 関係会議の開催 

① 宇治市男女共同参画審議会 

次期計画の策定については、宇治市男女生き生きまちづくり条例第２６条に定

める「宇治市男女共同参画審議会」に諮問します。 

② 宇治市男女共同参画施策推進会議 

次期計画の策定に関する庁内調整を推進するため、「宇治市男女共同参画施策推

進会議」及び「同幹事会」で協議します。 

 

８．次期計画での検討事項 

  ① 今日的課題への対応 

    ・働き方改革に伴うワーク・ライフ・バランスの一層の推進 

    ・デートＤＶやレイプドラッグなど若年層における暴力への対応 

    ・困難な問題を抱える女性に対する支援 

    ・固定的な性別イメージや固定観念からくる生きづらさへの対応 

    ・男性の家事・育児・介護等への参画 

    ・自然災害の多発による防災・災害時における男女共同参画の推進 

    ・性的指向、性自認等の多様性への理解 

    ・様々なハラスメントへの対応 
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・あらゆる分野における男女共同参画の推進   ほか 

  ② 全体における修正 

    ・市民意識調査・実態調査等に基づく修正 

    ・文言の修正 など 

③ その他の修正 

  ・男女共同参画の推進に関する目標値・指標値の精査 

    ・本市審議会等における女性委員の登用割合における審議会等の精査 など 

 

９．策定スケジュール 

◎令和６年度 

１１月下旬 男女共同参画施策推進会議幹事会・推進会議 

（市民意識・実態調査、事業所調査） 

１２月上旬 男女共同参画審議会（諮問、市民意識・実態調査、事業所調査） 

１月上旬 市民意識・実態調査、事業所調査の実施 

◎令和７年度 

４月下旬 市民意識・実態調査、事業所調査報告書納品 

５月上旬 骨子案作成（提出） 

（７～１２月） 国の男女共同参画基本計画案との調整 

８月上旬 男女共同参画施策推進会議幹事会・推進会議 

（骨子案、市民意識・実態調査及び事業所調査報告） 

 ８月下旬 男女共同参画審議会（骨子案、市民意識・実態調査及び事業所調査報告） 

１０月上旬 初案作成（提出） 

１０月中旬 男女共同参画施策推進会議幹事会・推進会議 

（初案・パブリックコメント） 

１０月下旬 男女共同参画審議会（初案、パブリックコメント） 

１１月中旬 産業・人権環境常任委員会報告（初案、パブリックコメント） 

１１月下旬～ パブリックコメント実施 

１２月下旬 最終案作成（提出） 

１月上旬 男女共同参画施策推進会議幹事会・推進会議 

（パブリックコメント結果・最終案） 

１月中旬 男女共同参画審議会（パブリックコメント結果、最終案、答申） 

２月上旬 産業・人権環境常任委員会報告（パブリックコメント結果、最終案） 

３月中旬 第６次あさぎりプラン公表 

 


